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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ａ６１Ｈ   33/12     　　　Ｇ
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月1日(2017.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　美容のための機能性水溶液に炭酸ガスを溶解したミストを顔肌に吹き付ける美顔器であ
って、
　前記炭酸ガスを噴射する第１ノズルと、
　前記第１ノズルの前記炭酸ガスを噴射する開口に近接して、前記機能性水溶液を噴出す
る開口を配置し、前記機能性水溶液をベンチュリ効果により噴出させる第２ノズルと、
　外部から空気を取り込む少なくとも１つの吸気口と、
　前記第１ノズルと前記第２ノズルを内蔵し、前記第１ノズルから噴射される前記炭酸ガ
スのガス流により、前記第２ノズルから噴出させた前記機能性水溶液を炭酸ガスが溶解さ
れたミストにする噴霧室と、
　前記炭酸ガスが溶解された前記機能性水溶液の前記ミストを噴霧する噴霧口と
を有するミスト噴霧部を備えることを特徴とする美顔器。
【請求項２】
　前記第１ノズルから噴射される前記炭酸ガスのガス流に直交する位置に前記第２ノズル
の前記開口が配置されることを特徴とする請求項１に記載の美顔器。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの吸気口は、前記第２ノズルの前記開口と直交する位置または対向
する位置に設けられることを特徴とする請求項１または２に記載の美顔器。
【請求項４】
　前記第１ノズルの開口は、内径が０．４ｍｍ～０．６ｍｍであることを特徴とする請求
項１～３のいずれか１項に記載の美顔器。
【請求項５】
　前記第２ノズルの開口は、内径が０．２２～０．２８ｍｍであることを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項に記載の美顔器。
【請求項６】
　前記吸気口の開口は、内径が２．５～３．５ｍｍである請求項１～５のいずれか１項に
記載の美顔器。



(2) JP 2016-150225 A5 2018.1.18

【請求項７】
　さらに、
　前記第２ノズルの噴出口から噴出される機能性水溶液を貯留するタンクと、
　前記第１ノズルから噴射する前記炭酸ガスの量を制御する第１バルブと、
　前記第１ノズルから噴射する前記炭酸ガスの圧力を制御する第２バルブと、
　前記炭酸ガスボンベと、
を備えることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の美顔器。
【請求項８】
　さらに、前記噴霧部、前記タンク、前記第１バルブ、前記第２バルブおよび前記炭酸ガ
スボンベを収納する筐体を備えることを特徴とする請求項７に記載の美顔器。
【請求項９】
　前記筐体は、
　前記吸気口に対向する位置に設けられる吸気用開口と、
　前記吸気用開口に対して開閉可能に設けられたカバーと、
を備え、
　前記カバーを閉じているとき、前記カバーは前記吸気用開口から吸気を可能にする少な
くとも１つのスリットを有することを特徴とする請求項８に記載の美顔器。
【請求項１０】
　前記筐体の内部には、前記タンクを支持するガイド部が設けられており、
　前記タンクは、前記ガイド部によりスライド可能に引き出せることを特徴とする請求項
８または９に記載の美顔器。
【請求項１１】
　前記タンクは、前記筐体から着脱可能であることを特徴とする請求項８～１０のいずれ
か１項に記載の美顔器。
【請求項１２】
　前記タンクは、
　前記機能性水溶液の注ぎ口を有する上部天板と、
　前記注ぎ口を覆う蓋と、
　前記上部天板に上下動可能に取り付けられ、下端が前記タンク内に開口し、上端の開口
が前記第２ノズルの後端側の開口に接続する受け継ぎ手と、
　前記受け継ぎ手を前記上部天板に対して上側に布施するバネと
を備え、
　前記バネを用いて前記受け継ぎ手の上端を第２ノズルの後端に押し当てることにより前
記受け継ぎ手と前記第２ノズルとを連結し、前記タンクを前記筐体にロックする請求項８
～１１のいずれか１項に記載の美顔器。
【請求項１３】
　前記ミストの径は、１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～１２のいずれか１
項に記載の美顔器。
【請求項１４】
　前記機能性水溶液は、美容液、化粧水及び水の少なくとも１つであることを特徴とする
請求項１～１３のいずれか１項に記載の美顔器。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの吸気口に取り付け、前記吸気口内及び前記第２ノズル内の少なく
とも１つに針を通し、内部を洗浄する掃除ユニットを備えることを特徴とする請求項１～
１４のいずれか１項に記載の美顔器。
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